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ＴＰＰへの参加を行わないよう求める意見書 

 

 世界的な食料需要の増大及び食料輸出国における輸出規制などで

食料需給に不安定要素が増し、国は今年３月に策定した新しい基本

計画において、我が国の食料自給率を５０％に引き上げることとし

ました。また、新成長戦略においても食料自給率５０％への引上げ

と一次産業の成長産業化が盛り込まれました。 

 北海道農業は我が国最大の食料供給地域として、米、小麦、馬鈴

しょ、てん菜、酪農等を中心に土地利用型農業を展開し、専業的な

経営を主体に良質な農産物の安定供給を進め、水産業においても全

国の約２割弱を生産し、国内の食料自給率の向上に寄与しています。 

さらに、食料加工や流通、観光等の多くの産業と密接に結びつき、

経済・社会を支える地域の基幹産業として役割を果たしていること

から、次代を担う子供たちに北海道農水産業・農漁村を貴重な財産

として引き継いでいくことが求められています。 

 しかしながら、１１月９日に閣議決定された「包括的経済連携に

関する基本方針」において、「関係国との協議を開始する」とした

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定は、関税が原則１００％

撤廃であり、農業規模が極めて大きく、我が国の農業と大きな格差

がある米国や豪州といった国を含む複数国との交渉となり、しかも、

参加に当たってはこれらの国の同意が必要なことから、高いハード

ルを課せられる交渉環境にあるなど、我が国のこれまでの国際交渉

の基本理念とは大きく異なるものと考えられます。 

 仮に重要品目の関税撤廃の例外措置が認められない交渉となった

場合、北海道の農業生産額は５５６３億円失われ、販売農家全戸数

の７割を超える３万３０００戸の営農が困難になるばかりでなく、

１７万人の雇用が消失するなど、その経済的影響額は２兆１０００

億円を超えると試算されており、このほかに漁業生産額にも５００

億円を超える影響が予想され、地域社会の崩壊さえ懸念されていま

す。 



仮に戸別所得補償で農家所得を確保するとしても、対応できない

部分もあることから、農業生産を継続することが困難となることが

危惧されます。 

 よって、国においては、農業をはじめとする北海道の基幹産業が、

将来にわたって地域を支え、着実に発展していくため、国の包括的

経済連携の推進等に当たっては、次のとおり確固たる姿勢で交渉に

臨むよう強く要望します。 

記 

１ 国際貿易交渉に当たっては、「多様な農業の共存」を基本理念

として、日本提案の実現を目指すというこれまでの基本方針を堅

持し、食の安全・安定供給、食料自給率の向上、国内農水産業・

農漁村の振興などを損なわないよう対応すること。 

２ ＴＰＰを含め包括的経済連携においては、米、小麦、でん粉、

砂糖、牛肉、乳製品等の重要品目、並びに主要水産物を関税撤廃

の対象から除外すること。 

３ 北海道民の合意がないまま、関税撤廃を原則とするＴＰＰへの

参加を決して行わないこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出します。 
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